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証券コード 6167
2023年６月６日

(電子提供措置の開始日2023年６月１日)
株 主 各 位

東京都大田区下丸子二丁目17番10号
冨 士 ダ イ ス 株 式 会 社
代表取締役社長 久 保 井 恒 之

第67回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.fujidie.co.jp/ir/tabid/158/Default.aspx

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「冨士ダイス」又は「コー
ド」に当社証券コード「6167」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
し、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の『株主総会参考書類』をご検討のう
え、『議決権行使についてのご案内』に従って、2023年６月26日（月曜日）午後５時までに議決権
をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

2023年05月22日 16時40分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



2

記
1. 日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時 ［午前９時受付開始］
2. 場 所 東京都大田区西蒲田八丁目３番５号

プラザ・アペア ２階 「オリジア」
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第67期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金の処分の件
取締役賞与支給の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎当日、お土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法
令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を除いております。従って、当該書面は監査報告を
作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

◎株主総会決議通知の発送は取り止め、本総会の結果は上記当社ウェブサイトに掲載させていただく予定
です。
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株主の皆様へのお願い

・株主総会へのご出席につきましては、開催日当日における新型コロナウイルスの感染状況やご自身の体
調等をご確認のうえ、慎重にご判断くださいますようお願い申しあげます。

・議決権につきましては、当日のご出席に代えて、インターネット等又は同封の議決権行使書により事前
に行使いただくことが可能です。事前の議決権行使方法の詳細につきましては、本ご通知『議決権行使
についてのご案内』をご参照ください。

・今後の新型コロナウイルスの流行状況により、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる
場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。

・上記内容を含め、本株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://www.fujidie.co.jp）にてお知らせいたします。

事前質問の受付について
本株主総会におきましては、メールにて事前質問の受付をさせていただきます。
詳細は以下をご確認ください。
・ご連絡方法：下記メールアドレスに、必要事項と質問事項を入力したメールをお送りください。
【メールアドレス】sokai@fujidie.co.jp
【必 要 事 項】①株主番号（議決権行使書用紙に記載がございます） ②お名前 ③ご住所

④ご質問（要点を簡潔にお願いいたします）
・事前質問の受付期限：2023年６月20日（火曜日）午後５時まで
・事前にいただいたご質問のうち、本株主総会の目的事項にかかわる内容及び株主様のご関心が高いと思
われ、かつ当社が回答可能である内容について、株主総会当日に回答させていただく予定です。

・いただきましたご質問全てに回答することをお約束するものではありません。また、個別の対応はいた
しかねますので、予めご了承ください。

・上記のメールアドレスは、受付期限をもって無効となります。
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電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、
議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使についてのご案内

議決権行使のお取扱いに関するご注意
● 議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、「賛」の表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。
● 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせて

いただきます。
● インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙をご持
参いただき、会場受付にご提出
ください。

2023年６月27日（火曜日）
株主総会開催日時

株主総会へ出席

午前10時（受付開始：午前9時00分）

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、議決権
行使期限までに当社株主名簿管理人
に到着するようご返送ください。

2023年６月26日（月曜日）
議決権行使期限

午後５時到着分まで

インターネット等による議決権行使

次ページの案内に従って、各
議案の賛否をご入力ください。

2023年６月26日（月曜日）
議決権行使期限

詳細は次ページをご覧ください

午後５時まで

   

議決権行使書用紙のご記入方法

   

   

賛成の場合：「賛」の欄に○印

反対の場合：「否」の欄に○印

第１・２号議案

切り取ってご投函ください。

議決権行使書

議決権電子行使プラットフォームについてのご案内
機関投資家の皆様に関しましては、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権
行使を行っていただくことも可能です。

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

4
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インターネット等による議決権行使のご案内
スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを
入力する方法

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書用紙副票
（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

1.QRコードを読み取る

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要で
ログインいただけます。

議決権行使書用紙副票（右側）

「ログイン用
QRコード」はこちら

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

3.�「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」
の両方に入力

「送信」をクリック

1.�議決権行使ウェブサイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

2.�お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載さ
れた「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

�ご注意
・毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

2.以降は画面の案内に従って賛否を選択ください。

！○

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

ふ0120-173-027
（受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料）

議決権の行使システム等に
関するお問い合わせ

5
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第64期 第66期

■ １株当たり配当金（円）

第65期

24.0 22.0 22.0

第67期

32.0

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様のご期待にお応えするため、安定的かつ積極的な利益還元に取り組むこと

を基本方針としております。
当期の期末配当につきましては、財務状況、業績及び配当性向等を総合的に勘案したうえで、

次のとおりとさせていただきたく存じます。

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに
関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 32円
総額 634,720,064円

剰余金の配当が効力を生じる日 2023年６月28日

配当金推移
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第２号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役６名（社外取締役を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与
総額37,300,000円を支給することといたしたいと存じます。本取締役賞与は、各取締役の基本
報酬の概ね１／３を基準として業績（連結経常利益の予算達成度）等を勘案して決定する旨の方
針に基づき算定しており、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議にご一任願いたいと存じ
ます。
なお、当社は、事業報告4．会社の役員に関する事項（4）当事業年度に係る取締役及び監査

役の報酬等に記載のとおり「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定めており、本
議案は当該方針に沿うものであることから、相当なものであると判断しております。

以 上
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事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状
況が徐々に緩和され、回復の兆しがみられたものの、新たな変異株による感染再拡大の懸念
やロシアのウクライナ侵攻の影響による資源価格や物価上昇、為替相場の急激な変動等によ
り、引続き景気の先行きは不透明な状況が続いております。
上記のような経済の状況において、当社製品の主な市場であります超硬耐摩耗工具の出荷

額は、359億円（対前年度比４億円増・1.2％増）と2021年度を上回りました。
こうした状況の中、当社グループは中期経営計画（2022年３月期から2024年３月期）

の２年目となる2022年度（2023年３月期）について、「革新」を年度方針に掲げ、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止に努めるとともに、成長戦略である１．生産性向上・業務効率
化、２．次世代自動車への対応・拡販、３．新成長エンジンの創出、４．海外事業の強化の
諸施策に取り組んでまいりました。
超硬製工具類では、一部の半導体関連需要が続いたことにより、関連工具の販売が堅調に

推移しました。また、熱間圧延ロールの販売が市況の変化等により低調となりましたが、売
上高は4,571百万円（前連結会計年度比5.2％増）となりました。
超硬製金型類では、自動車の電動化に関連する需要が続いたことにより、車載電池用金型

の販売が好調に推移しました。また、光学素子成型用金型や製缶金型の販売も堅調に推移し
た結果、売上高は4,219百万円（前連結会計年度比5.9％増）となりました。
その他の超硬製品では、中国向け素材販売が景気低迷の影響を受け低調に推移したもの

の、一部の半導体関連需要が継続し関連する製品の販売が堅調に推移した結果、売上高は
4,261百万円（前連結会計年度比0.1％増）となりました。
超硬以外の製品では、セラミックス工具の販売が堅調に推移したものの、自動車部品用鋼

製金型や引抜鋼管の売上が低調に推移した結果、売上高は4,127百万円（前連結会計年度比
3.8％減）となりました。
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その結果、当連結会計年度の売上高は17,179百万円（前連結会計年度比1.8％増）となり
ました。利益につきましては、営業利益は1,150百万円（前連結会計年度比3.3％増）、経常
利益は1,225百万円（前連結会計年度比1.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
1,292百万円（前連結会計年度比63.4％増）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、1,630百万円であります。その主なも

のは、当社における熊本製造所の冶金棟建設及びその附属設備設置に伴う建設仮勘定の増加
によるものであります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度において特記すべき資金調達は行っておりません。

（4）対処すべき課題
①会社の経営の基本方針

当社グループは、「事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる」「人間尊重、人
間中心の経営」を企業理念とし、広く産業とくらしを支え、社会に貢献できる人、そし
て、自分を必要としてくれる社会に対して感謝の気持ちを持つことができる人、そういう
幸せな人を育て、真に人間が働く喜びを味わえる企業経営を行うことを、経営の基本方針
としております。

②目標とする経営指標
当社グループは、安定的な成長を目指すため収益性を意識した経営が重要との観点から

「売上高経常利益率」を重視しており、また資本効率を高め企業価値の向上を図る観点か
ら「ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）」を重視しております。
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③中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい

状況が徐々に緩和され、回復の兆しがみられたものの、新たな変異株による感染再拡大の
懸念やロシアのウクライナ侵攻の影響による資源価格や物価上昇、為替相場の急激な変動
等により、引続き景気の先行きは不透明な状況が続いております。
中長期的には、当社グループの主要顧客が関連する自動車産業においてＣＡＳＥ（コネ

クテッド、自動化、シェアリング、電動化）への流れが加速することが予測されており、
特に電動化については、世界的な環境保全への関心の高まりから対応が急ピッチで進んで
おり、各自動車メーカーにおける電動化戦略の具体化や電動車のラインアップ拡充がより
一層進むことが予想され、当社グループとしてもその変化への対応が強く求められます。
また５Ｇ（次世代通信規格）やＩｏＴ、ＡＩの普及、デジタルトランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）の進展等により当社グループが関連する半導体等の市場は世界的に拡大が続く
ものと考えられます。
日本を取り巻く環境としては少子高齢化・人口減少による市場縮小や人材確保の競争激

化、ＳＤＧｓに代表される持続可能な社会形成への意識の高まり、コロナ禍を契機とした
事業構造・生活様式の変化、デジタル化の一層の推進など様々な変化が予測されておりま
す。
このような環境のもと2021年度（2022年３月期）からの３ヵ年を対象期間とした中

期経営計画で掲げた筋肉質な企業体質への転換、中長期の成長基盤の構築を目指し、１．
生産性向上・業務効率化、２．次世代自動車への対応・拡販、３．新成長エンジンの創
出、４．海外事業の強化を主要な経営課題と捉え、優先的に課題解決に取り組んでまいり
ます。また当社は、株式会社東京証券取引所の市場区分の再編において市場コンセプトと
当社ビジョンが合致するものであると判断し、プライム市場を選択いたしました。現状で
は上場維持基準に適合していないことから、上場維持基準への対応も優先的に取り組むべ
き課題と捉えております。

2023年05月22日 16時40分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



11

１.生産性向上・業務効率化
生産性向上につきましては、生産部門において多品種少量生産における標準時間の設

定や工程の見える化等を通じた生産管理の強化、現場改善等を組み合わせた生産性の向
上と、それを効果的、継続的に行うための仕組みづくりに加えて、一部作業の自動化・
省人化を実施しております。生産現場での効率化によって生じた生産余力を活用して外
注品の内製化を実施する等、中期経営計画の目標に沿ったコストダウンを進めておりま
す。
業務効率化につきましては、グループウェアの刷新やＩＴを活用した営業手法の導

入、ペーパーレスに向けた取り組みを進めました。現状ではプロジェクトチームでの新
基幹システム刷新に向けた取り組みを実施しております。
また、熊本新冶金棟建設による生産性向上や自立型人財の育成に努め、筋肉質な企業

体質への転換を図っております。

２.次世代自動車への対応・拡販
次世代自動車の普及に伴う市場ニーズの変化に対応するため、マーケティングを専門

とする組織の立ち上げにより情報収集力や分析力を強化するとともに、その結果を販
売・生産・研究開発部門で共有し、三位一体で新材料、新製品の開発、生産、拡販等を
行っております。モーターコア、電池関連製品の拡販を目指し、新材料の積極的な投入
やコスト削減のための生産体制の構築等を進めました。その結果としましては、車載用
二次電池やモーターコア、マグネット向けの金型及び金型素材の売上拡大に繋げること
ができております。
今後につきましては、各自動車メーカーにおける電動化戦略の具体化や電動車のライ

ンアップ拡充がより一層進むことが予想されるため、顧客の要望に引き続き迅速に対応
することで顧客の信頼を勝ち取ってまいります。

３.新成長エンジンの創出
市場ニーズを先取りした高付加価値製品の創出のため、新技術の開発や既存製品の新

たな需要喚起に関するプロジェクト等の立ち上げ、コア技術の抽出等を行うとともに、
外部機関との協働やＭ＆Ａ、業務提携の検討を積極的に推進しております。
その結果としましては、超硬合金の主原料であるタングステンやコバルトの使用量を

大幅に削減した新しい合金（サステロイ）等の開発に成功しております。
今後につきましては、ターゲット顧客への積極的な試作品投入や新事業分野等につい

てＭ＆Ａ、業務提携の検討を積極的に進めてまいります。
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４.海外事業の強化
ローカル人財の育成やオンラインを活用した販売活動の推進、中国における販売拠点

の拡大、海外製造拠点の生産性等の向上による競争力強化等に注力し、アジア地域を中
心とした海外市場の成長を取り込むことによって、海外売上高の拡大を目指してまいり
ます。
その結果としましては、タイの製造販売子会社を中心に売上を拡大しており、中国市

場においては新たな拠点設置準備を進めております。
今後につきましては、グループ全体における海外事業の強化の重要性を鑑み、グルー

プでの組織体制の見直しを含めた海外事業の強化策を積極的に推し進めてまいります。

５.プライム市場の上場維持基準への適合
当社は、株式会社東京証券取引所の市場区分の再編において、プライム市場を選択し

ております。しかしながら、「１日平均売買代金」については基準を充たしておらず、
2026年12月までに上場維持基準を充たすために取組を進めてまいります。基準への適
合のためには企業価値の向上が不可欠であると捉えており、上記１.～４.の施策を実施
していくことにより企業価値の向上に努めてまいります。またＩＲ活動の強化による知
名度の向上や投資家に対する信頼性・期待感の醸成を図ることに加え、株主還元の充実
や流通株式数の増加にも取り組んでまいります。
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第66期

■純資産 ■総資産

第64期 第65期

17,426

1,008
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31.25

948.46
24,81524,815

18,969

14,247

300
468

23,73323,733

23.49

951.48

18,840

16,874 1,202

790

25,380

39.93

974.90

19,303

第67期

第66期第64期 第65期 第67期 第66期第64期 第65期 第67期 第66期第64期 第65期 第67期

第66期第64期 第65期 第67期 第66期第64期 第65期 第67期

17,179 1,225 1,292

26,253 65.19
1,028.11

20,392

売上高 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

純資産/総資産 （単位：百万円） １株当たり当期純利益 （単位：円） １株当たり純資産額 （単位：円）

（5）財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第64期
2020年３月期

第65期
2021年３月期

第66期
2022年３月期

第67期
（当連結会計年度）
2023年３月期

売上高 （百万円） 17,426 14,247 16,874 17,179
経常利益 （百万円） 1,008 300 1,202 1,225
親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 625 468 790 1,292
１株当たり当期純利益 （円） 31.25 23.49 39.93 65.19
純資産 （百万円） 18,969 18,840 19,303 20,392
総資産 （百万円） 24,815 23,733 25,380 26,253
１株当たり純資産額 （円） 948.46 951.48 974.90 1,028.11
（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により、また１株当たり純資産額は、期末発行済

株式数から自己株式数を控除した株式数により算出しております。
2. 第66期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用して

おり、第66期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。
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②当社の財産及び損益の状況

区 分 第64期
2020年３月期

第65期
2021年３月期

第66期
2022年３月期

第67期
（当事業年度）
2023年３月期

売上高 （百万円） 15,708 12,763 14,715 14,868
経常利益 （百万円） 991 543 893 1,092
当期純利益 （百万円） 634 731 596 1,258
１株当たり当期純利益 （円） 31.73 36.65 30.13 63.50
純資産 （百万円） 17,728 17,924 18,070 18,938
総資産 （百万円） 23,102 22,469 23,630 24,410
１株当たり純資産額 （円） 886.43 905.23 912.62 954.80
（注）1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により、また１株当たり純資産額は、期末発行済

株式数から自己株式数を控除した株式数により算出しております。
2. 第66期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用して

おり、第66期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。

（6）重要な子会社の状況
会 社 名 所在地 資 本 金 議 決 権

比 率 主要な事業内容

新 和 ダ イ ス 株 式 会 社 山 梨 県
甲 州 市 10百万円 100％ 耐摩耗工具等の製造

冨 士 シ ャ フ ト 株 式 会 社 福 島 県
二 本 松 市 20百万円 100％ 引抜鋼管の製造販売

FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD. タ イ 国
チ ョ ン ブ リ 県 145百万THB 100％ 耐摩耗工具等の

製造販売
富士模具貿易（上海）有限公司 中 国

上 海 市 3百万元 100％ 耐摩耗工具等の販売

PT.FUJILLOY INDONESIA
イ ン ド ネ シ ア
共 和 国
西 ジ ャ ワ 州

53,645百万IDR 100％ 耐摩耗工具等の
製造販売

FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITED イ ン ド 共 和 国
ハリヤーナー州 90百万INR 100％ 耐摩耗工具等の販売

FUJILLOY MALAYSIA SDN.BHD. マ レ ー シ ア 国
ペ ナ ン 州 1百万MYR 100％ 耐摩耗工具等の販売

（注）1. 議決権比率は、子会社が保有する議決権との合計であります。
2. FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITEDはインド共和国の経済環境、当社顧客の動向を鑑み、2016

年８月から事業を休眠しております。今後につきましては当社において市場調査、拡販を行い、事
業再開を予定しております。
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（7）主要な事業内容
当社グループは、超硬耐摩耗工具製造販売を主要な事業内容としております。
主要な製品と具体的な用途例は以下のとおりであります。

製品区分 主要製品 具体的な用途例
超硬製工具類 ダイス、プラグ 線材、パイプの生産用工具

溝付プラグ 熱交換器用パイプの生産用工具
熱間圧延ロール 鉄鋼素材の生産用工具
冷間フォーミングロール 建材、パイプの生産用工具
超高圧発生用工具 人工ダイヤモンド・ｃＢＮ等の生産用工具
混錬工具 樹脂・セラミックス等の生産用工具
刃物類 鋼板、フィルム、箔などを切断する刃物

超硬製金型類 自動車部品生産用金型 エンジン・駆動系・操舵系・安全装置部品
の生産用金型

製缶金型 飲料缶、食用缶の生産用金型

電池関連金型 電池ケース、電池部材の生産用金型、車載
電池用金型

光学素子成形用金型 ガラスレンズの生産用金型
粉末成形用金型 磁石、焼結部品の生産用金型
半導体・電子部品用金型 封止材生産用金型

その他の超硬製品 各種部品 各種装置部品
超硬合金チップ 各種金型・工具、刃物の素材

超硬以外の製品 鋼製品 飲料缶、エンジン部品等の生産用金型
セラミックス製品 機械工具、冶工具
ＦＨＲ製品 耐熱用部材、鋳造用部材
ＫＦ２製品 樹脂等の生産用工具、冶工具
銅タングステン合金 放電加工用電極
電着砥石 硬質材料の加工用砥石
固体潤滑複合材料（ＮＦメタル） 真空蒸着装置用軸受、特殊環境用軸受
引抜鋼管 ベアリング、自転車部品の部材
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（8）主要な営業所及び工場
①当社の主要な事業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 大 田 区 名 古 屋 工 場 愛 知 県 名 古 屋 市 緑 区
郡 山 製 造 所 福 島 県 郡 山 市 岡 山 製 造 所 岡 山 県 倉 敷 市
秦 野 工 場 神 奈 川 県 秦 野 市 熊 本 製 造 所 熊 本 県 玉 名 郡 南 関 町
秦 野 第 二 工 場 神 奈 川 県 秦 野 市

②子会社
会 社 名 所 在 地

新和ダイス株式会社 山梨県甲州市
冨士シャフト株式会社 福島県二本松市
FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD. タイ国チョンブリ県
富士模具貿易（上海）有限公司 中国上海市
PT.FUJILLOY INDONESIA インドネシア共和国西ジャワ州
FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITED インド共和国ハリヤーナー州
FUJILLOY MALAYSIA SDN.BHD. マレーシア国ペナン州

（9）従業員の状況
①企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減
1,118 名 13 名減

②当社の従業員の状況
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

876 名 14 名減 44.0 歳 21.1 年
（注）上記従業員数には、パートを含み、役員及び子会社への出向者等は含んでおりません。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数

80,000,000株
（2）発行済株式の総数

20,000,000株（自己株式164,998株を含む）
（3）当期末株主数

7,013名
（4）大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持株比率

冨士ダイス社員持株会 1,965,798株 9.9％

新庄 美智子 1,815,300株 9.2％

KP株式会社 1,630,300株 8.2％

株式会社CS企画 1,571,800株 7.9％

矢作 玲子 1,230,800株 6.2％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 664,100株 3.3％
新庄 敦子 590,000株 3.0％
日本証券金融株式会社 311,500株 1.6％

新庄 由美子 300,000株 1.5％

株式会社シルバーロイ 300,000株 1.5％
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は以下のとおりであります。

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 34,107株 6名

社外取締役 ー株 ー名

監査役 ー株 ー名
（注）当該株式報酬は、譲渡制限付株式報酬であります。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4. 会社の役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況等
代表取締役社長 久保井 恒 之
常 務 取 締 役 春 田 善 和 業務本部長
取 締 役 津 田 雅 宣 営業本部長
取 締 役 篠 宮 護 技術開発本部長
取 締 役 馬 渡 和 幸 生産本部長
取 締 役 松 岡 恭 弘 生産本部副本部長

兼生産管理統括センター長
取 締 役 本 多 實

取 締 役 澤 井 英 久 新四谷法律事務所代表、
㈱アイセイ薬局社外監査役

取 締 役 上 田 典 由
常 勤 監 査 役 千 葉 理 彦
監 査 役 内 田 伊知郎 トラベルブック㈱常勤監査役
監 査 役 江 口 泰 志 公認会計士江口泰志事務所所長

（注）1. 取締役 本多實氏、取締役 澤井英久氏及び取締役 上田典由氏は、会社法第２条第15号に定める社外
取締役であります。

2. 監査役 内田伊知郎氏及び監査役 江口泰志氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。

3. 監査役 江口泰志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。

4. 当社は、取締役 本多實氏、取締役 澤井英久氏、取締役 上田典由氏、監査役 内田伊知郎氏及び監
査役 江口泰志氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

5. 取締役相談役 西嶋守男氏、常勤監査役 宮川弘氏及び監査役 岸田一男氏は、2022年６月24日付で
任期満了により退任いたしました。

6. 2022年６月24日開催の第66回定時株主総会において、松岡恭弘氏及び上田典由氏が取締役に、千
葉理彦氏及び江口泰志氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。

7. 重要な兼職の異動の状況について
取締役 澤井英久氏は、2023年３月31日付で国立大学法人電気通信大学の客員教授を退任しており
ます。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役の全員及び監査役の全員との間で会社法第427条第１項に基づき、当

該取締役又は監査役が責任の原因となった職務について善意でかつ重大な過失がないとき
は、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額
を限度とする責任限定契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び

管理職従業員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、役員
等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずる損害について填補する契約となっております。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないための措置として、違法な報酬又は

利益、故意の行為による損害賠償請求等は填補の対象外としております。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を
定めており、その概要は以下のとおりであります。
1.当該方針の決定の方法

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を含む取締役の報酬制度及び報酬水準
については、決定プロセスの客観性・公正性を確保する観点から事前に取締役会の諮問
機関として2019年12月に設置した指名・報酬委員会（取締役４名（うち３名は独立社
外取締役）により構成、委員長は独立社外取締役）において、外部機関による役員報酬
調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議し、取
締役会の決議により決定しております。
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2.取締役の報酬の構成
取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「基本報酬」、単年度業績連動報酬である

「賞与」、譲渡制限付株式の付与による「株式報酬」により構成しております（「基本報
酬」「賞与」は金銭報酬となります）。但し、社外取締役については業務執行の監督にお
ける主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「基本報酬」のみの構成として
おります。

3.基本報酬の決定基準
各取締役の「基本報酬」については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の

範囲内で社内規程に従い、各取締役の資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営
手腕等を総合的に判断して決定しております。

4.賞与の決定基準
各取締役の「賞与」については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲

内で社内規程に従い、各取締役の基本報酬の概ね１／３を基準として業績（連結経常利
益の予算達成度）等を勘案し、10％～150％の範囲内で支給することとしております。

5.株式報酬の決定基準
各取締役の「株式報酬」については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の

範囲内で社内規程に従い、各取締役の基本報酬の概ね20％を基準として、各取締役の
資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営手腕等を総合的に判断して決定してお
ります。

6.各取締役の報酬額決定プロセス
各取締役の基本報酬、株式報酬の額及び各取締役の業績等を踏まえた賞与の評価配分

については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に委任するものとしておりま
す。
また、代表取締役社長による個人別の報酬等の決定については、決定プロセスの客観

性・公正性を確保するため、事前に指名・報酬委員会に諮問したうえで当該審議・答申
を踏まえて決定することとしております。

7.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容について
当事業年度に係る個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原

案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基
本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
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②監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、

「基本報酬」のみとして監査役における協議により決定しております。

③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額については、基本報酬に関して、2015年６月26日開催の第

59回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は10名（うち、社外取締役は２名）です。また、当該上記基本
報酬に関する決議に加え、対象事業年度の業績等に基づいて設定される取締役賞与の総額
を、対象事業年度に係る定時株主総会にて決議いただくこととしております。直近の決議
としては、2022年６月24日開催の第66回定時株主総会において、第66期に関する取締
役賞与の総額を73,500,000円（社外取締役は支給対象外）とする旨決議しております。
当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は６名です。
当社取締役の株式報酬の額については、2022年６月24日開催の第66回定時株主総会

において年額50百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の上限を年80,000株以内（社外
取締役は付与対象外）とする旨決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役
（社外取締役を除く）の員数は６名です。

当社監査役の金銭報酬の額は、2018年６月22日開催の第62回定時株主総会において
年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３
名です。

④取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2022年６月24日開催の取締役会にて代表取締役社長久保井恒

之に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬、株式報酬の額及び各取締役の業績等を踏まえ

た賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ
各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、代表取締役社長による個人別の報酬等の決定については、決定プロセスの客観

性・公正性を確保するため、事前に指名・報酬委員会に諮問したうえで当該審議・答申を
踏まえて決定しております。
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⑤取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
(社外取締役を除く) 171 117 37 17 7

監査役
(社外監査役を除く) 13 13 － － 2

社外取締役 20 20 － － 3
社外監査役 10 10 － － 3

（注）1. 上記の取締役及び監査役の支給人員には、2022年６月24日開催の第66回定時株主総会の終結の時
をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。

2. 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・第67回定時株主総会において決議予定の取締役賞与37百万円

3. 上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
4. 当社は2015年６月26日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって取締役の退職慰労金制度を廃

止し、第59回定時株主総会終結後引き続き在任する取締役に対しては、制度廃止までの在任期間に
対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しました。これに基づき、上
記のほか、当期中に退任した取締役1名に対し1百万円の退職慰労金を支給しております。

⑥業績連動報酬等に関する事項
事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高め、企業価値の持続的向上を図るた

め、取締役（社外取締役を除く）に対して、業績連動報酬等として賞与を支給しておりま
す。
業績連動報酬等の算定の基礎となる業績指標としては、当社の総合的な収益力の向上に

対し責任を負うべきという観点から「連結経常利益」を選定しております。
また、業績連動報酬等の算定方法としては、株主総会の決議により定められた報酬限度

額の範囲内で社内規程に従い、各取締役の基本報酬の概ね１／３を基準として、業績（連
結経常利益の予算達成度 ）等を勘案し10％～150％の範囲内で支給することとしており
ます。
当事業年度を含む「連結経常利益」の推移は、1．企業集団の現況に関する事項（5）

財産及び損益の状況に記載のとおりです。
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⑦非金銭報酬等に関する事項
当社は、2022年６月24日開催の第66回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役

（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が、株価変動のメリットとリスクを
株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを
目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制
度」）を導入しております。
本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金

銭報酬債権の総額は年額50百万円以内とし、対象取締役に対して各事業年度において割
り当てる譲渡制限付株式の総数は80,000株を上限としております。
譲渡制限付株式の割当てについては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範

囲内で社内規程に従い、対象取締役の基本報酬の概ね20％を基準として、対象取締役の
資質や業務遂行能力、職責、業績、貢献度、経営手腕等を総合的に判断して決定すること
としております。
また、譲渡制限期間については、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡

制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又
は退職するまでの間とし、譲渡制限の解除については、譲渡制限付株式の割当てを受けた
対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日
まで継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件
として、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式の全部につき、譲渡制限期間が
満了した時点をもって譲渡制限を解除することとしております。
なお、その交付状況は「２.会社の株式に関する事項（５）当事業年度中に職務執行の

対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりです。
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（5）社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

取締役 澤井英久氏は新四谷法律事務所代表及び株式会社アイセイ薬局の社外監査役を
兼任しておりますが、これらの兼職先と当社との間に重要な取引関係はありません。
また、取締役 澤井英久氏は国立大学法人電気通信大学の客員教授を兼任しておりました
が、2023年３月31日をもって退任しております。なお、国立大学法人電気通信大学と当
社との間に重要な取引関係はありませんでした。
監査役 内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を兼任しておりますが、

トラベルブック株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。
監査役 江口泰志氏は公認会計士江口泰志事務所所長を兼任しておりますが、公認会計

士江口泰志事務所と当社との間に重要な取引関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況
地 位 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 本 多 實

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。長年にわ
たり企業経営に携わられた経験と知見から議案審議等に適宜助言又は提言を
行っております。
また、取締役候補者の選定や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めており、活発な審
議に参画しております。

取 締 役 澤 井 英 久

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。弁護士と
しての専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
また、取締役候補者の選定や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員長を務めており、主導的
な役割を果たしております。

取 締 役 上 田 典 由

2022年６月24日以降に開催された取締役会12回の全てに出席いたしまし
た。長年にわたり企業経営に携わられた経験と知見から議案審議等に適宜助
言又は提言を行っております。
また、取締役候補者の選定や報酬の決定における透明性及び客観性の向上等
を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めており、活発な審
議に参画しております。

監 査 役 内 田 伊知郎

当事業年度に開催された取締役会16回、監査役会14回の全てに出席いたし
ました。取締役、監査役として経営の経験を有しており、その知識経験に基
づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推
進しております。
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地 位 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 江 口 泰 志

2022年６月24日以降に開催された取締役会12回、監査役会10回の全てに
出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から議案審議等に適宜助
言又は提言を行っております。
また、指名・報酬委員会のオブザーバーを務めており、監査体制の強化を推
進しております。

（ご参考）スキル・マトリックス
当社取締役会の構成メンバーの経験・専門性は以下のとおりです。

独立
社外
役員

指名・報酬
委員会

経験・専門性

経営全般
営業
マーケ
ティング

生産・技術 研究・開発 グローバル
ビジネス

会計
ファイ
ナンス

法務
コンプラ
イアンス

ＥＳＧ

久保井 恒 之 委員 ● ● ● ● ●

春 田 善 和 ● ● ● ● ●

津 田 雅 宣 ● ● ●

篠 宮 護 ● ● ● ●

馬 渡 和 幸 ● ● ●

松 岡 恭 弘 ● ●

本 多 實 ★ 委員 ● ● ●

澤 井 英 久 ★ 議長/委員 ● ●

上 田 典 由 ★ 委員 ● ● ●

千 葉 理 彦 ● ● ● ● ●

内 田 伊知郎 ★ オブザーバー ● ● ● ● ●

江 口 泰 志 ★ オブザーバー ● ● ●
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 ＥＹ新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39百万円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を
通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根
拠等を検討した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、会計監査人の報
酬等について同意いたしました。

（3）子会社の監査に関する事項
当社の在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国に

おけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすること
といたします。
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当であると認めら

れる場合には、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会

社の業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会において決議しております。
なお、2023年３月15日の取締役会において、業務の適正を確保するための体制を一部改定

しており、その概要は次のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくた

め、次の取り組みを行う。
①経営理念に基づく行動規範を策定し、日々の教育研修を通じて、社員全員への浸透を
図る。

②『コンプライアンス規程』を制定し、役員、従業員等へのコンプライアンス意識の浸
透や、コンプライアンス違反への対応を定めるとともに、コンプライアンス体制の維
持・向上に関する活動を目的として、コンプライアンス委員会を設置、運用する。

③取締役会に関する任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、過半数の委員を
社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役の監督機能の強化と業務執
行の透明性を図る。

④社内外に通報窓口を有する内部通報制度を整備、活用し、違法行為や倫理違反などに
対して、社内で自浄作用を働かせ、不祥事を未然に防止する。

⑤『反社会的勢力への対応規程』等を制定し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の
関係を持たないことを明確にするとともに、反社会的勢力の排除に関する対応部署の
設置や、警察等の外部機関との協力体制を構築する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に

資するため、次の取り組みを行う。
①取締役会、経営会議等の議事録並びに稟議書、報告書その他取締役の職務の執行に係
る重要な書類（電磁的記録含む）について、関連資料とともに法令及び社内規程に従
って保管し、取締役及び監査役がいつでも閲覧できる体制を整備する。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメント基本方針に基づき適切なリスク管理体制の整備のため、次

の取り組みを行う。
①『リスクマネジメント基本規程』に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、各
種事業リスク情報の収集と分析を行い、その予防と緊急時の対応策を整備する。

②代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を定期的に開催し、リスク
マネジメントを効果的かつ円滑に行う。

③実際に企業の存続を脅かす事象が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする
対策本部を速やかに設置し、関係者の招集を行い、組織的・集中的かつ的確に対応す
ることによって、被害の最小化を図る。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、次の

取り組みを行う。
①組織の構成と各組織の職務権限及び職務分掌を定めた『業務規程』を策定する。
②当社及びグループ各社の業務執行に関する事項について多面的な検討を行い、適切か
つ迅速な意思決定に資することを目的として、取締役、執行役員及び関連部門長で構
成する経営会議を設置する。

③中長期の方針を定め、これを機軸に中期経営計画を策定するとともに、当該計画を具
体化するため、毎事業年度の事業計画を策定し、その進捗については定期的に取締役
会や経営会議等に報告することで、効率的な執行を確保する。
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（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループが適正な事業運営を行い、グループとして成長、発展し続けるた

め、次の取り組みを行う。
①経営理念やコンプライアンス意識を、当社グループ全体に浸透させ、共有する。
②当社グループ共通の中長期の方針をもとに、各社で中期経営計画、事業計画等の重要
事項の策定を行い、当社の取締役会において承認するとともに、事業計画の実施状況
等を取締役会に報告する。

③当社グループにおける、ＩＴへの利用に係る方針及び手続きを適切に定める。
④『子会社管理規程』を策定し、主に子会社の事業運営を管理する主管部門、主に子会
社が法令、規程等を遵守し、円滑に事業を運営していることを包括的に確認する統括
部門をそれぞれ設置し、子会社の経営管理等を行う。

⑤監査役や内部監査部門は、必要に応じてグループ会社を監査する。

（6）財務報告の信頼性を確保するための体制
①当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令
に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

②代表取締役の指示により、内部監査部門は当社グループの財務報告に係る内部統制の
有効性について評価する。また、評価結果に基づき、業務執行部門は必要な是正措置
をとる。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合について、次の

取り組みを行う。
①監査役は、職務執行において必要に応じて内部監査部門の使用人に補助を求めること
ができることとし、当該使用人は、その事項に関して取締役、内部監査部門の長等の
指揮命令から独立して行う。

②監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、取締役と監査役が協議を
行う。
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（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社は、監査役への報告に関する体制について、次の取り組みを行う。
①取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある
事実を発見したときには、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告す
る。

②取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合に
は、速やかに報告を行う。

③監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について、事前に説明を
受け、その修正等を求めることができる。

④監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めたとき
は、再監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

⑤監査役に①又は②の報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不
利な取り扱いを行わない。

（9）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、次の取り組みを行う。
①監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
②監査役は、重要な会議の議事録、取締役及び執行役員が決裁を行った重要な稟議書類
について、いつでも閲覧することができる。

③監査役は、代表取締役社長及び会計監査人との間で定期的な意見交換を行う。
④監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じ弁護士、公認会計士等の外部の専門家を
活用し、監査業務に関する助言を受けることができる。

⑤監査役が、職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、当社はこれに
応じる。
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7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、『コンプライアンス規程』を制定しており、代表取締役社長を委員長とする
コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス意識の浸透や、コンプ
ライアンス違反への対応を定めるとともに、コンプライアンス体制の維持・向上に関
する活動を行っております。

・当社は、『内部通報規程』を制定しており、社内通報窓口を内部監査室長、社外通報
窓口を契約弁護士として、違法行為や倫理違反などに対して、社内で自浄作用を働か
せ、不祥事を未然に防ぐための体制を整備しております。当期は内部通報が有り、調
査を実施しております。併せて通報者の保護、対象者への対応、周知教育等を実施し
て適切に対応しております。

・当社は、『反社会的勢力への対応規程』を制定しており、反社会的勢力との関係を遮
断するために取引先に対して、反社会的勢力の確認を実施しております。また警察等
の外部機関と連携を取る体制を整備して運用しております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会、経営会議等の議事録及び関係資料は、法令及び社内規程に従って保管して
おり、取締役及び監査役は、必要に応じて記録を閲覧し、又はその写しを入手してお
ります。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、『リスクマネジメント基本規程』を制定しており、代表取締役社長を委員長
とするリスクマネジメント委員会を定期的に開催してリスク情報の収集と分析を行
い、その予防と緊急時の対応に関する施策を整備して運用しております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、職務の執行を効率的に行うため、『業務規程』を定めて運用しております。
・当社は、経営会議を月に１回開催して、重要案件等について取締役、執行役員及び
関連部門長が審議し、適切かつ迅速な意思決定を行っております。

・当社は中長期の方針を定め、これを機軸に中期経営計画を策定するとともに、当該計
画を具現化するため、毎事業年度の事業計画を策定しております。
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（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループは、上記（4）で定めた中長期の方針に基づき、グループ各社で中期経
営計画及び事業計画を策定し、当社の取締役会において承認しております。事業計画
の実施状況は、経営会議に報告しております。

・当社は、『子会社管理規程』を制定しており、同規程に基づいて、子会社ごとに定め
られた主管部門が経営管理を実施しております。

・当社は、監査役と内部監査部門が連携して、グループ会社の業務監査を実施し、経営
会議に報告しております。

（６）財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、金融商品取引法その他の関連法令に則り『経理規程』等を制定し、同規程に
基づいて運用しております。

・代表取締役の指示により、内部監査部門は当社グループの財務報告に係る内部統制の
有効性について評価しております。また、評価結果に基づき、業務執行部門は必要な
是正処置をとる体制をとっております。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、職務執行において内部監査部門の使用人に補助を求めることができ、当該
使用人は、その事項に関して取締役、内部監査部門の長等の指揮命令から独立して、
監査役の職務の補助を行うことができる体制をとっております。

（８）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制
・取締役及び使用人は、法令違反や会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見
したときは、監査役に当該事実に関する事項を速やかに報告する体制をとっておりま
す。

・監査役は、取締役及び使用人に業務執行に関する報告を求めて、速やかに報告を受け
ております。

・監査役は、内部監査に係る年次計画について、事前に説明を受け、その内容を確認し
ております。

・監査役は、内部監査部門の長から内部監査の実施状況について適宜報告を受けており
ます。
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（９）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、経営会議、取締役会に出席し、意見を述べるとともに、議事録等を確認し
ております。

・監査役は、代表取締役社長及び会計監査人との間で、適宜意見交換をしております。
・監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し、監査業務に
関する助言を受けております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告中の記載数字は、金額については、表示単位未満の端数を切捨て、比率の数値につい
ては、四捨五入により表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2023年３月31日現在）

(単位：百万円)
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 15,724 流動負債 4,197
現金及び預金 6,572 支払手形及び買掛金 2,013
受取手形 488 短期借入金 33
売掛金 2,621 リース債務 16
電子記録債権 1,387 未払金 586
有価証券 1,000 未払法人税等 132
商品及び製品 201 未払費用 667
原材料及び貯蔵品 1,521 契約負債 14
仕掛品 1,741 賞与引当金 209
その他 193 役員賞与引当金 39
貸倒引当金 △2 その他 484
固定資産 10,528 固定負債 1,662
有形固定資産 9,724 リース債務 38
建物及び構築物 3,598 繰延税金負債 10
機械装置及び運搬具 2,013 役員退職慰労引当金 2
土地 2,713 退職給付に係る負債 1,610
建設仮勘定 1,173 その他 0
その他 226 負 債 合 計 5,860
無形固定資産 85 純 資 産 の 部
投資その他の資産 718 株主資本 19,879
投資有価証券 279 資本金 164
長期貸付金 10 資本剰余金 1
繰延税金資産 382 利益剰余金 19,821
その他 46 自己株式 △107
貸倒引当金 △0 その他の包括利益累計額 513

その他有価証券評価差額金 120
為替換算調整勘定 338
退職給付に係る調整累計額 53
純 資 産 合 計 20,392

資 産 合 計 26,253 負 債 及 び 純 資 産 合 計 26,253
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

科 目 金 額
売 上 高 17,179
売 上 原 価 12,717

売 上 総 利 益 4,461
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,310

営 業 利 益 1,150
営 業 外 収 益
受 取 利 息 9
受 取 配 当 金 11
受 取 賃 貸 料 26
補 助 金 収 入 10
為 替 差 益 17
そ の 他 7 82
営 業 外 費 用
支 払 利 息 3
そ の 他 3 7

経 常 利 益 1,225
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 632
そ の 他 0 633
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 1
固 定 資 産 除 却 損 20
減 損 損 失 1 23

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,835
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 329
法 人 税 等 調 整 額 213 543
当 期 純 利 益 1,292
非支配株主に帰属する当期純利益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 1,292

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類
貸借対照表（2023年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 13,647 流動負債 3,772
現金及び預金 4,957 支払手形 116
受取手形 449 買掛金 1,686
売掛金 2,423 リース債務 13
電子記録債権 1,274 未払金 516
有価証券 1,000 未払費用 616
商品及び製品 145 未払法人税等 123
原材料及び貯蔵品 1,327 賞与引当金 195
仕掛品 1,659 役員賞与引当金 37
前払費用 66 その他 467
関係会社貸付金 257 固定負債 1,699
その他 86 リース債務 38
貸倒引当金 △0 退職給付引当金 1,660
固定資産 10,762 その他 0
有形固定資産 8,649 負 債 合 計 5,471
建物 2,877 純 資 産 の 部
構築物 225 株主資本 18,847
機械装置 1,808 資本金 164
車輛運搬具 5 資本剰余金 1
工具器具備品 196 その他資本剰余金 1
土地 2,362 利益剰余金 18,789
建設仮勘定 1,173 利益準備金 41
無形固定資産 62 その他利益剰余金 18,748
ソフトウエア 52 固定資産圧縮積立金 33
その他 9 固定資産圧縮特別勘定積立金 308
投資その他の資産 2,050 別途積立金 13,000
投資有価証券 212 繰越利益剰余金 5,406
関係会社株式 1,273 自己株式 △107
関係会社出資金 50 評価・換算差額等 90
長期貸付金 10 その他有価証券評価差額金 90
繰延税金資産 475
その他 28
貸倒引当金 △0 純 資 産 合 計 18,938
資 産 合 計 24,410 負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,410

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

科 目 金 額
売 上 高 14,868
売 上 原 価 11,256

売 上 総 利 益 3,611
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,799

営 業 利 益 811
営 業 外 収 益
受 取 利 息 17
受 取 配 当 金 216
受 取 賃 貸 料 26
為 替 差 益 9
補 助 金 収 入 5
そ の 他 9 285

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1
そ の 他 3 4

経 常 利 益 1,092
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 632
そ の 他 0 633

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 1
固 定 資 産 除 却 損 11
減 損 損 失 1 13

税 引 前 当 期 純 利 益 1,712
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 263
法 人 税 等 調 整 額 189 453
当 期 純 利 益 1,258

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書
2023年５月19日

冨士ダイス株式会社
取締役会 御 中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 立石 康人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山本 高揮

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、冨士ダイス株式会社の2022年４月１日から2023

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、冨士ダイス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書

2023年５月19日
冨士ダイス株式会社
取締役会 御 中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 立石 康人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山本 高揮

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、冨士ダイス株式会社の2022年４月１日か

ら2023年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を含む監査計画を定め、重点監査項目として内部統制システ

ムの整備運用状況、コンプライアンス・リスクマネジメント体制の整備運用状況、中期経営計画・事
業計画の進捗状況、人財育成の取り組み状況、ＥＳＧ、ＳＤＧｓへの取り組み状況等を設定し、各監
査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。なお、新型コロナウイルス感染症対策として一部監査にＷｅ
ｂ会議システムを利用するなどして行い、当初の監査計画を実行しました。また、子会社について
は、毎月親会社で開催される子会社業績報告会に出席し、各子会社取締役や子会社管理部門等から事
業及び管理状況の報告を受けるとともに、必要に応じて子会社へ問い合わせ、確認をいたしました。

（3）また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制、その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

（4）さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
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（5）また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、特に指摘すべき事項は認め
られません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月22日
冨士ダイス株式会社 監査役会

常勤監査役 千 葉 理 彦 ㊞
社外監査役 内 田 伊知郎 ㊞
社外監査役 江 口 泰 志 ㊞

以上
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電子提供措置の開始日 2023年６月１日

第67回 定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 164 － 18,964 △129 18,999
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △435 △435
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,292 1,292

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 1 22 23
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1 856 22 879
当 期 末 残 高 164 1 19,821 △107 19,879

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額

合計
当 期 首 残 高 102 201 0 304 19,303
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △435
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,292

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 23
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 18 137 52 208 208

当 期 変 動 額 合 計 18 137 52 208 1,088
当 期 末 残 高 120 338 53 513 20,392
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

（自
至

2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記事項）
１ 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 ７社
連結子会社の名称 新和ダイス株式会社

冨士シャフト株式会社
FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD.
富士模具貿易（上海）有限公司
PT.FUJILLOY INDONESIA
FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITED
FUJILLOY MALAYSIA SDN.BHD.

２ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、FUJILLOY（THAILAND）CO.,LTD.、富士模具貿易（上海）有限

公司、PT.FUJILLOY INDONESIA、FUJILLOY INDIA PRIVATE LIMITED、FUJILLOY
MALAYSIA SDN.BHD.の決算日は12月31日であります。
なお、連結計算書類の作成にあたり、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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４ 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等による時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法

② 棚卸資産
製品・仕掛品（完成粉末を除く）
主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定しております。）

仕掛品（完成粉末）・原材料（原料粉末）
主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定しております。）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
（但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法に
よっております。）
なお、在外連結子会社につきましては、定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 15 ～ 50年
機械装置及び運搬具 12年
工具器具備品 5 ～ 10年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）
によっております。）

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべ
き額を計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき
額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは超硬耐摩耗工具の製造、販売を主な事業とし、これらの製品の販売に

ついては製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充
足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の

期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を

控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理しております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１ 仕掛品（完成粉末を除く）の評価

①連結計算書類に計上した金額
仕掛品 当連結会計年度 1,741百万円
うち仕掛品（完成粉末を除く） 当連結会計年度 810百万円

②見積り内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
ⅰ見積りの算出方法

仕掛品（完成粉末を除く、以下「仕掛品」）は主として個別法に基づく原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま
す。
過去の製造実績及び将来の製造計画を基礎として不採算率を算定し、将来不採算

となる可能性が高い仕掛品の取得原価と正味売却価額を比較し算出しております。

ⅱ見積りの算出に用いた主な仮定
当社グループは個別受注生産方式ですが、品種構成の多くがリピート品で構成さ

れており、受注残高の状況から稼働率や人件費等に重要な変動がないと仮定してい
るため、不採算率も同程度発生すると仮定しております。

ⅲ翌年度の連結計算書類に与える影響
新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和され、回復の兆

しがみられたものの、新たな変異株による感染再拡大の懸念など不確定要素が多
く、翌連結会計年度の稼働率及び人件費等の変動が不採算率に影響を及ぼす可能性
があります。

2023年05月22日 16時40分 $FOLDER; 54ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



54

（追加情報）
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
当社は、2022年7月15日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以

下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うこと
を決議し、2022年8月1日に譲渡制限付株式報酬の割当及び自己株式の処分を行いました。

1.処分の概要
（１）払込期日 2022年８月１日

（２）処分した株式の種類及び数 当社普通株式 34,107株

（３）処分価額 １株につき679円

（４）処分総額 23,158,653円

（５）処分先 当社の取締役（社外取締役を除く。）６名 34,107株

（６）その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づ
く有価証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
当社は、2022年５月17日開催の取締役会において、対象取締役が株価変動のメリットとリ

スクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること
を目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下
「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。また、2022年６月24日開催の第
66回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する
報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内として設定すること、対象取
締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を80,000株とする
こと並びに譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当
社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職する日までとすることに
つき、ご承認をいただいております。
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（連結貸借対照表に関する注記事項）
１ 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物及び構築物 285百万円
土地 272百万円
合計 557百万円

（2）担保に係る債務
当該担保に係る債務はありません。
なお、上記の物件は根抵当権（極度額は2,550百万円）が設定されております。

２ 有形固定資産の減価償却累計額 20,733百万円

（連結損益計算書に関する注記事項）
１ 売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 17,179百万円

２ 減損損失に関する注記事項
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)
静岡県裾野市 遊休資産 土地 1

神奈川県秦野市 遊休資産 機械装置及び運搬具 0
当社グループは、原則として会社単位を基準にグルーピングを行っており、遊休資産

については個々の資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、遊休資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失額として計上しました。
なお、土地、機械装置及び運搬具の回収可能価額については零として評価しておりま

す。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記事項）
１ 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 20,000,000 － － 20,000,000

２ 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 435 22.00 2022年３月31日 2022年６月27日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年６月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 634 32.00 2023年３月31日 2023年６月28日
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（金融商品に関する注記事項）
１ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等を主とし、銀行借入により資金を
調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従いリスク低減を図っ

ております。また投資有価証券は主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況を確認する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが１年以内の支払期日です。短期借

入金は主に営業取引に係る資金調達であります。ファイナンス・リース取引に係るリース
債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。なお、借入金の
金利は主に固定金利であります。

２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。
連結貸借対照表

計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券
その他有価証券

株式 268 268 －
資産計 268 268 －

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金、

有価証券に計上している譲渡性預金については、短期で決済されるため、時価は帳簿価
格と近似していることから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 11
出資金 5
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３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 268 － － 268

合計 268 － － 268

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
製品区分 合計

超硬製工具類 4,571
超硬製金型類 4,219
その他の超硬製品 4,261
超硬以外の製品 4,127
外部顧客への売上高 17,179

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記事項「４ 会計方針に関する事項 （4）重要な
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３ 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約残高

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,392
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,497
契約負債（期首残高） 19
契約負債（期末残高） 14

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される

契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略し
ております。
また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ

りません。
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（１株当たり情報に関する注記事項）
１株当たり純資産額 1,028.11円
１株当たり当期純利益 65.19円

（重要な後発事象に関する注記事項）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
資本剰
余金

資本剰
余金
合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰
余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別勘
定積立
金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

当 期 首 残 高 164 － － 41 － － 13,000 4,925 17,966 △129 18,001
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △435 △435 △435
当 期 純 利 益 1,258 1,258 1,258
譲渡制限付株式報酬 1 1 22 23
固定資産圧縮
積立金の積立 33 △33 － －
固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 308 △308 － －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 1 1 － 33 308 － 481 823 22 846
当 期 末 残 高 164 1 1 41 33 308 13,000 5,406 18,789 △107 18,847

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 69 69 18,070
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △435
当 期 純 利 益 1,258
譲渡制限付株式報酬 23
固定資産圧縮
積立金の積立 －
固定資産圧縮特別
勘定積立金の積立 －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 21 21 21

当期変動額合計 21 21 867
当 期 末 残 高 90 90 18,938
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（自
至

2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（重要な会計方針に係る事項に関する注記事項）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式
移動平均法に基づく原価法

（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
（1）製品・仕掛品（完成粉末を除く）

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定しております。）

（2）仕掛品（完成粉末）・原材料（原料粉末）
総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定しております。）
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３ 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
（但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016
年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によって
おります。）

主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15 ～ 50年
構築物 10 ～ 30年
機械装置 12年
車輛運搬具 4 ～ 7年
工具器具備品 5 ～ 10年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に
よっております。）

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

４ 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を
計上しております。
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（3）役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計
上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処理しております。

５ 収益及び費用の計上基準
当社は超硬耐摩耗工具の製造、販売を主な事業とし、これらの製品の販売については

製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される
と判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の

期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を

控除した金額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。

６ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１ 仕掛品（完成粉末を除く）の評価

①計算書類に計上した金額
仕掛品 当事業年度 1,659百万円
うち仕掛品（完成粉末を除く） 当事業年度 728百万円

②見積り内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
ⅰ見積りの算出方法

仕掛品（完成粉末を除く、以下「仕掛品」）は主として個別法に基づく原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま
す。
過去の製造実績及び将来の製造計画を基礎として不採算率を算定し、将来不採算

となる可能性が高い仕掛品の取得原価と正味売却価額を比較し算出しております。

ⅱ見積りの算出に用いた主な仮定
当社は個別受注生産方式ですが、品種構成の多くがリピート品で構成されてお

り、受注残高の状況から稼働率や人件費等に重要な変動がないと仮定しているた
め、不採算率も同程度発生すると仮定しております。

ⅲ翌年度の計算書類に与える影響
新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和され、回復の兆

しがみられたものの、新たな変異株による感染再拡大の懸念など不確定要素が多
く、翌事業年度の稼働率及び人件費等の変動が不採算率に影響を及ぼす可能性があ
ります。
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（追加情報）
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
当社は、2022年7月15日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以

下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うこと
を決議し、2022年8月1日に譲渡制限付株式報酬の割当及び自己株式の処分を行いました。

1.処分の概要
（１）払込期日 2022年８月１日

（２）処分した株式の種類及び数 当社普通株式 34,107株

（３）処分価額 １株につき679円

（４）処分総額 23,158,653円

（５）処分先 当社の取締役（社外取締役を除く。）６名 34,107株

（６）その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づ
く有価証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
当社は、2022年５月17日開催の取締役会において、対象取締役が株価変動のメリットとリ

スクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること
を目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下
「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。また、2022年６月24日開催の第
66回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する
報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内として設定すること、対象取
締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を80,000株とする
こと並びに譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当
社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職する日までとすることに
つき、ご承認をいただいております。
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（貸借対照表に関する注記事項）
１ 担保に供している資産及び担保に係る債務

（1）担保に供している資産
建物 285百万円
土地 272百万円
合計 557百万円

（2）担保に係る債務
当該担保に係る債務はありません。
なお、上記の物件は根抵当権（極度額は2,550百万円）が設定されております。

２ 有形固定資産の減価償却累計額 17,791百万円

３ 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

PT.FUJILLOY INDONESIA 34百万円
（ 3,890百万IDR)

合計 34百万円

４ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 200百万円
短期金銭債務 43百万円
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（損益計算書に関する注記事項）
１ 関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 955百万円
仕入高 408百万円
販売費及び一般管理費 52百万円

営業取引以外の取引による取引高 228百万円

２ 売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 14,868百万円

３ 減損損失
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

静岡県裾野市 遊休資産 土地 1

神奈川県秦野市 遊休資産 機械装置 0
当社は、原則として事業用資産については、全社を一つのグループとし、遊休資産につ

いては個々の資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、遊休資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失額として計上しました。
なお、土地、機械装置の回収可能価額については零として評価しております。
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（株主資本等変動計算書に関する注記事項）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 199,105 － 34,107 164,998
(注)自己株式は、2022年８月１日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

により、34,107株減少しました。

（税効果会計に関する注記事項）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 496百万円
賞与引当金 86 〃
棚卸資産評価損 24 〃
投資有価証券評価損 20 〃
関係会社株式評価損 117 〃
減損損失 3 〃
未払事業税 12 〃
その他 12 〃

繰延税金資産小計 775百万円
評価性引当額 △139 〃
繰延税金資産合計 635百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 146百万円
その他有価証券評価差額金 13 〃

繰延税金負債合計 159百万円
繰延税金資産の純額 475百万円
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（収益認識に関する注記事項）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事

項に関する注記事項「５ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（関連当事者との取引に関する注記事項）
（単位：百万円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 PT.FUJILLOY
INDONESIA

所有
直接99.98％
間接 0.02％

素材及び製品
の販売
加工の委託
従業員の出向
資金の貸付

資金の貸付
(注)

資金の返済
(注)

利息の受取
(注)

254

251

17

関係会社
貸 付 金 257

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間１年、

一括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

（１株当たり情報に関する注記事項）
１株当たり純資産額 954.80円
１株当たり当期純利益 63.50円

（重要な後発事象に関する注記事項）
該当事項はありません。

2023年05月22日 16時40分 $FOLDER; 71ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


